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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年４月２７日（平成２７年（行個）諮問第７９号） 

答申日：平成２９年１０月２３日（平成２９年度（行個）答申第１１６号） 

事件名：本人に対する労災補償給付の支給決定に関する調査結果復命書等の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別表の１欄の文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人

情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の５欄に掲げる部

分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨   

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律(以下「法」という。)１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，神奈

川労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年１月２３日付け神

個開第２６－４４５号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，不開示部分の開示を求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によれば，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

  本件に関する一連の事件が私の人権，生命，経済的背景を既に著しく

害されており，情報の不開示が結果として，私が人として当然に享受で

き，主張できることが阻害されていると思われ，将来，己の尊厳を回復

し，損失を極力減らすための唯一の手段である裁判の場でより多くの情

報を使用したいと考えており，それ以外の使用はしない考えであり，現

状よりも多くの情報を開示していただきたいと切に希望している。 

 （２）意見書１ 

このたび，私，審査請求人が内閣府に対し，２０１３年度から始まる

神奈川労働局作成の情報開示資料の不開示部分の開示をお願いしたこと

の意義について説明をさせていただきたい。 

２０１３年１月に仕事時間中に傷害事件に遭ったが，その時勤めてい

た特定事業場から一方的に会社を退社させられた。 

私は，すぐさま特定労働基準監督署に赴き，労災申請と退職の無効を
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訴えた。私の体の障害は大きく，その後の経緯も労働基準監督署が作成

した書類も取得しているが，事故が１月特定日にあり，相当障害もあり，

これは当面仕事はできないなと思ったが，仕事中の事故なので，労災補

償を受けることができると認識していたが，会社の社長が２月特定日に，

私が社長の携帯に連絡し，口頭で退職の旨を伝えたということにされて

おり（資料１），労働基準監督署もそれを認めた文書を作成している。 

    実際，怪我が酷く，歩くこともままならない状態である自分が，その

ようなことをその時に言うはずもなく，うそであると訴えたが，担当者

は全く聞く耳持たず，全ての面において会社側の主張が正しく，私の主

張がうそというような形で今に至っている。結果，会社は，一切の経済

的負担がなく，仕事を失った私は，自費で治療費を払い，その後数十日

分の休業補償しかもらえずに，今に至っている。 

    私は，今に至るまで再三，事実無根であること，調査方法，企業の味

方であるかのような態度，初めから私がうその証言をしていて，企業の

言うことが全て正しいとするように仕向けているように感じていた。ま

た，担当の特定職員Ａをはじめ，労働基準監督署担当者が私に対し，本

件において，①失礼な態度，②バカにした態度，③自分たちが私を精神

疾患に罹っているという記述をしているにも関わらず全く配慮をしない，

④労災問題に疎い私に十分な説明をしない，⑤説明を求めても「これ以

上話すことはない。」と一方的に電話を切る，⑥企業に対し，いつだれ

がどのように，何度，私の主張を伝えたか？に対して答えない，⑦企業

が主張していることはうそであるから再度調べてほしいという主張を無

視，⑧勤務態度の悪い職員がおり，人が話しているときに居眠り，タメ

口，こちらの話を「今忙しいのよ，後でいい？」などの軽口をたたき信

用できないので，この担当者を変えてくれと労働局に要求したが，私の

主張要望だけで担当を変えることはできないと言われ，結果，後日取得

した情報公開資料には散々私が訴えたことが書かれておらず，内容の希

薄な書類が残っているだけだったこと，⑨２０１３年１月に起こった事

件なのに，公開資料を見てみると，企業の提出した資料が９月とかなり

遅く，異常に長い時間がかかっており，職員の仕事のレベルの低さ，企

業のうその資料を作る時間を無駄に与えていること，職員の怠慢等考え

られない醜態をさらしており，特定労働基準監督署を信用しておりませ

ん。 

    調査方法や書類内容を見ても，客観的分析をされているとは到底思え

ず，中には，私に対する悪意，敵意に満ちた文章も残されており，総合

的に見て，初めから，企業に是正を求めるよりも，一個人であり弱者で

ある私を黙らせることによって，本件を締め括る方が労力がかからず，

国が負担する費用も最小限に抑えた方が職員の業務の成績も良いし，生
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意気な審査請求人という輩を仕置きしてやろうというような気持ちで，

企業が正しい，私は虚偽を言う者，というシナリオを作ったのだと思う。 

    私は，今年の４月まで体の具合が悪く，今も予定どおりに行動できな

いという体調であり，うつが続いている。また，未払い給与もいただい

ておらず，時効が迫っている。私は労働基準監督署だけでなく，神奈川

労働局，厚生労働省にも苦情を言ったが，結局聞く耳持たず，「うちで

できることはこれくらいなんですよ」「既に説明したのです。もう電話

してもらっても答えることはありません」などと，無責任な発言をして

逃げるだけである。 

    昨年末から今年初めにかけて裁判を行い，不当解雇と給与の支払い求

めることを計画し，弁護士に相談したが，その弁護士が言うには，不当

解雇については，労働基準監督署の作成した情報公開資料が，あまりに

も自分に不利な書き方がされており，私が仕事を退職するといったこと

が断定的にかかれており，このような書かれ方で不当解雇の裁判をして

も勝てないと言われた。 

    また，給与の未払いについても，仕事中にひどい怪我を負い，その後

も通院するために病院に行くことも困難な時に，未払い給与を振込みし

てほしいという要望も「規定には直接渡ししか認めないと書いているか

らダメ」と言われたから無理ですと特定職員Ａから言われたが，その規

定とやらも，１０名以上の職員を擁する企業は，職務規定を労働基準監

督署に提出しなければならないというルールを無視している企業の主張

する規定であって，そもそも私は社内に規定などなかったし，作られて

いたというのもうそであり，未払い給与を受け取りに行ったときに私に

悪事を働き，払わずに済むように計画されたものであると，労働基準監

督署職員，労働局職員に説明をしたのだが聞いてくれなかった。 

    結局，何度も言うようであるが，お役所の事なかれ主義により，企業

に指導をするよりも，生意気な態度をとる自分を黙らせる方が楽であり，

自分の成績も上がるということで，真面目に取り組んでくれなかったの

だと思うが，私としては，このような理不尽な扱いをされて，再度仕事

をしたり，まともな人生を送ることはできず，死んでも死にきれない思

いで毎日を暮している。お願いですから更なる情報の開示と，企業，労

働局職員の悪事が明らかになり，何らかのペナルティを課せるようにし

てください。 

   （添付資料省略） 

 （３）意見書２ 

資料１０の「事業主証明について」について，申し上げたいことがあ

り，述べさせていただきたいと思う。 

ア まず，事業主証明ができないとの事業主の供述だが，私は平成２５
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年特定月ａに初めて，労働基準監督署に行き，特定職員Ａ，特定職員

Ｂに面談した。その時に私の頭の中ではこの件は間違いなく労災の対

象であるという認識があった。両者と話しを通じ，二人からこの件は

労災問題に該当するという認識を新たにした。それから，企業への対

応等お願いをし，その後，特定職員Ａが特定事業場に連絡をし，私の

主張をしていただくこととなった。また，その後，補償課特定職員Ｃ，

特定職員Ｄにも会う機会があり，その都度これが労災問題として取り

組んでいただいているものと思っていた。 

しかしながら，資料１０の文言を見ると特定事業場がいうには平成

２５年特定月ｂに本人から連絡がない，という理由で事業者証明が

できないというのはどう見ても無理がある。 

その年の特定月ｃに労働基準監督署の皆様に労災問題にしてくれと

申し上げたにも関らず，その後，労働基準監督署の担当が己の仕事

をしていたのなら，特定事業場はもっと前にこの件について私が事

業主証明を求めていることを聞いているはずであり，労働基準監督

署の担当から私に「本人の連絡がないから特定事業場は，事業主証

明が出せないと言っている。」等の連絡はなかった。その時おそら

く担当は特定職員Ｃだと思われるが，特定事業場の述べるへりくつ

に近い主張を私に伝えていれば，その時に私が直接労災の申し出を

文章等で特定事業場に郵送するとか，対策ができていたと思う。こ

のことは何度も申し上げてきたが，特定職員Ｃをはじめ，労働基準

監督署担当者が私に必要なことを伝えない方が自分達の仕事がスム

ーズに進み，労災問題に無知な審査請求人を，無知のままに放って

おき，結局審査請求人がなんらかの損失を被っても構わないし，万

一それが明るみになっても上手くやればいいという気持ちだったの

ではないかと思う。また，この書類を徴求した日付も特定月ｂとな

っているが，なぜこのように遅いのか？この遅さも特定事業場に上

記のへりくつを考えさせることを促している気がしてならない。事

件以来私は真実の究明のために，労働基準監督署担当にかなり協力

的な対応をしてきた。とりわけ，社内の状況についても，特定業種

は，平日はかなり暇な業態であり，特定事業場についても平日なら

経営者は殆ど暇であり，ほぼ毎日出勤しているという会社の内情を

事前に伝えていたが，担当の特定職員Ｃが，特定事業場の言う「今

忙しいから，面談や書類提出は今できません」という相手のうそを

間に受け，私が特定月ａに訴えてきたものが特定月ｂになってしま

ったというのが図星だと思う。つまり悪徳企業から何をされても自

分が仕事をしているというふうに組織（労働局）から思ってもらえ

れば，相談者が，色々と言っていても無視すればいい，会社が忙し
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いと言っているのだからそのまま待っていれば問題ないという考え

だと思う。いかにもノルマの無い仕事に従事している者の思考回路

だと思う。 

イ また，別の視点でも，このことを理解し難い点がある。それは会社

が，審査請求人が請求しなかったからといって，そこで，問題を放置

している点である。これまで何度も労働基準監督署の方に，対応の仕

方が疑問である，おかしい，何故こちらの見解や労働法上，違反して

いると思われる点，証拠が無いのに私の反論の答えになっていない，

などの主張をしても労働基準監督署の方はまるで，常とう句のごとく，

「ウチは，強制はできないんだよね～，ウチができるのは指導だけな

んだよねー」などと勝ち誇ったように言っているが，私に言わせれば

指導すらしておらず，企業の主張を，へらへら笑いながら「はあそう

ですか，ではそうゆうことで処理しときますね」などの緩い対応しか

していないのが想像できる。 

ウ 特定事業場の言う，本人が言って来ないから請求できないというの

は明らかにうそである。まず，事件直後に私が社長に労災請求をする，

と宣言している。この事件について警察が絡んでおり，事件の日時，

内容について事細かに関係各位，取り分け労働基準監督署に説明をし

てきた。それなのでこの件が労災に該当するか否かは，それに従事す

る者が１００％理解できるものであり，それが理解できないならばさ

っさと職場を去っていただきたい。労災に該当するのであれば請求す

るのは当たり前であり，労働基準監督署のすべきことは，当事者同士

での話し合いでは双方の理解が違っていたり，期間やプロセス，書類

関係，コミュニケーションの行き違いの無いように，プ口である労働

基準監督署の担当が間を取り持ち，双方にアドバイスや訂正を促すの

が筋である。それにも関らず会社のいううそに対し，お得意の「指導」

をしないというのは，職務放棄と言われても仕方ないことである。私

はこの書類を見ることができたのは，法律相談として有料の弁護士相

談をした際に，弁護士から，情報公開資料を取得せよ，とのアドバイ

スをいただいたので，言われたとおりに労働局に赴き，手続きをして

取得したためである。そして，その結果，膨大な書類を，病弱の身な

がら読んでみて，私が当初から抱いていた疑念どおり，労働局職員

（全員ではないと思うが）の一部が，私に対し，無茶なことを労働基

準監督署に申し出ており苦労している，それにより，特定事業場と労

働基準監督署は，審査請求人によって，迷惑を蒙っている，という自

分たちのねつ造するストーリーで報告書を作成しているのである。 

エ ここで当初から私が労働基準監督署に対して抱いた不信感とは何

か？について説明したい。まず私が労働基準監督署に体調が最悪な中，
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赴いた時のことでるが，初めて会った時，私が労災として取り上げて

ほしい旨と，特定事業場から私に，退職をしていないのに，辞めてし

まえと言われ，それはおかしいのではないか？ということを訴えた時

のことであるが，Ｂと特定職員Ａの二名と私で対面して話をさせても

らったが，特定職員Ｂが熱心に聞いてくれたにも関わらず，特定職員

Ａは私が初対面で話をしているとき，椅子に座りマスクを着け両腕を

偉そうに前に組み，両足を前に突出し，目を閉じたまま一言もしゃべ

らなかったのである。どういう態度だったのか，もし必要であれば私

がその時の特定職員Ａの態度を実演してみせるが，初対面で相談者に

示すべき態度としては，日本国の常識では，無礼千万と言って差し支

えない態度である。その場で彼を非難しようと思ったが，私も労働基

準監督署を利用するのは初めてだったので，必死でこらえ，今後の対

応をお願いしますと頭を下げ，帰ったのである。 

オ 後日，私は自分がまだ給料約半月分がもらっていないことに気付き，

特定職員Ａにその旨を伝え，そのことと，特定事業場の言う，退職し

たいと審査請求人が言ったという主張がへりくつじみており，無効で

あるという点について伺ったが，彼が言うには「辞めると言った，と

特定事業場が言っているからしょうがないよねー」とこちらが丁寧語

で話しているのに，なめたような口ぶりで説明された。私は反論し

「特定事業場が言うことが真実で，私が言ったことがうそとでも言う

のか？私が事故にあったのは勤務期間中であることは，警察に出向い

て調書も書いたので，明らかだろう？今後自分の体の障害がいつ治る

かもわからない段階で私が会社を辞めるというのは，私にとって，経

済的基盤もすべてなくすことになり，逆に特定事業場にとっては最も

（労災に伴う）費用が掛からず，私をクビにできる最善策だ，そんな

相手方の一方的な主張を真に受けるなんてどうかしている，もっとち

ゃんと調査してくれ。」と強く抗議をした。また，この時，特定職員

Ａに給料が半月分未収であることと，この会社が設立８年程の会社で，

会社員が１０名以上おり（ＨＰ上ではなぜか２０名と書かれてい

る。），１０名以上いるなら，労働基準監督署に会社規定の提出義務

があるにも関わらず，提出されていないことを伝えた。そして再度労

災補償の対応をしてもらわないと困るということと，給料を払ってほ

しいということを伝え，後日連絡をするということで帰宅した。 

カ その後特定職員Ａから連絡があり，離職票が特定事業場から私に連

絡があったが，離職票には私が自己都合により退職したという，到底

納得できないことが記述されていたので抗議したが，この件もいつも

のへらへらした，なめた口ぶりで「しょうがないよねー」との返答で

あり，また，給料についても，私が車の修理代を払わずに辞めたので，
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修理代を払ったら給料も払ってやると言っている，との回答だった。

私は怒りで体中の血が煮えたぎり，特定職員Ａに「あなたはまじめに

仕事をしているのか？ふざけるな，自己都合で辞めたなら，特定事業

場からメールで，退職届を書けとか，健康保険証を返せとか言われて

いることに対し，自己都合で辞めますと，もし本当に審査請求人が言

ったなら，退職届を書き，健康保険証を返却しているだろうそれをし

ていないということは私が自己都合で辞めると言っていないから，そ

のようにしていないのだ，それなのになぜあなたは，相手方がそう言

っているから，という御用聞きみたいな返答しかできないんだ？何を

考えているんだ？後，車の修理代を返さないから，給料を払わないと

いう理屈はおかしいだろう？ 特定事業場が，私に車の修理代を払わ

せたいのであれば，裁判で払わせる以外ないんじゃないか？給料を払

わない理由として修理代を払わないからというのは明らかに法律違反

だろうが？会社が私に色々と賠償請求したいのであれば裁判する以外

ないだろうが？審査請求人も今，特定事業場に裁判しようと計画して

いるのと同様だ，あと，言い忘れていたが，有給休暇の未消化分を請

求するから伝えてくれ，もう一度，いま言った件を会社に連絡してく

れ。」とかなりエキサイトして特定職員Ａに伝えた。この時の私が言

った，会社の御用聞き，ブラック企業の味方か？という言葉が，労働

基準監督署のほうで問題になったらしく，そちらに送った報告書のコ

ピーにあるように，私が，労働基準監督署に暴言を吐き，その度にこ

ちらは迷惑しているという図式ができあがっており，私がクレームば

かり言う酷い奴という印象操作をしているのである。話が飛ぶが，私

は報告書によると，この時期うつ病に入っていたもしくは入っている，

という報告が書類に色々書かれているが，そんなうつ病患者に対し，

「～ブラック企業の味方などという～」，とか「電話をガチャリと切

られ」，「～などという始末である。」などと，精神病を患った者へ

の配慮がなされていない報告書の書き方にも，うつ病の人間にも接す

ることの多いプロの職員の対応としてどうなのか？と考えると，かな

り疑問点が多いのである。 

キ 上記カの続きであるが，私は特定職員Ａの上記の御用聞きレベルの

対応の稚拙さ，初めて会った時の，ふざけた，人をなめきった態度，

人の話をまじめに聞かないなどのむかつきが頂点に達し，今からそこ

に行くからと告げ，痛い体を我慢し，コルセットを着けて，特定労働

基準監督署に行った。 

（話が脱線するが，この時に無理に体を動かしたこともあり，その

後の数週間は体を起こすことが困難となり，さらに精神的にも苦し

み，通っていた病院でも，報告書において，私の態度がどうのこう
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のと，狂人の様な書かれ方をされている。なぜそのような報告書が

必要書類として作成されたかは甚だ疑問である。） 

そして，特定職員Ａに「未払給与と修理費を相殺できないことは法

律で書いてあるとおりできません？それは知っていますね？知って

いたらなぜ特定事業場にそれを言わないの？」と小学生に教えるよ

うに二度三度，同じことをかんで含めるように言ったが彼の返事は

「でもー会社が修理代払えって言っているからねー」と何度言って

もへらへらと，人をおちょくった同じ答えなので，頭に血が上った

私は「だから何度も同じことを言わせるな，未払い給料は相殺でき

ないだろ。会社のいうことを聞くしか能がないのか？私の言ってい

ることが間違っているなら説明してくださいよ。大体あなたは初め

て会った時から私の目の前で寝ていたでしょ？人と初対面の場で大

事な話をしている時に寝るってどういうことなんだ。」とかなり語

調を荒げて言ったが，特定職員Ａはそんなことしていません，など

と小声で言うので，「寝ていただろ？ 何もしゃべらなかったし，目

も閉じたままで，私と特定職員Ｂとしゃべっていた横であなた寝て

いただろ？ 」と言っても「寝ていません，目をつぶっていただけで

す。」というので「だったら，目をつぶる理由を言ってみてくれよ，

何度も言うけど，初対面の人間の前で，人の話中に目をつぶって腕

を組み，足を前に出して，マスク着けたまま何も言わなかった理由

を言ってくれよ。」と問い詰めても，寝ていません，目をつぶって

いただけです，などと小学生，幼稚園レベルの弁解を繰り返すのみ

であり，疲れ切っていた私は，この輩を相手にすると自分の体調が

悪くなるだけである，と落胆し帰宅したのである。ここで話が飛ぶ

が，私が特定職員Ａに声を荒げて抗議した場所は，特定労働基準監

督署の２階の，職員のデスクが多く並ぶ広い室内である。当然，囲

いなどない広間であるから，私が特定職員Ａに，寝ていただろ，と

厳しい口調で言ったのは，その時在席していた職員すべてに聞こえ

ていたのは間違いないことである。その２年後の今年特定月，神奈

川労働局監督課の特定職員Ｅに会う機会をいただき，上記のことを

話した時に，特定労働基準監督署は，この時のでき事を無かったこ

とにしているのではないか？労働基準監督署はおかしなことがいっ

ぱいあって信用できない，私が特定職員Ａを非難したのは労働基準

監督署の多くが聞いていたはずだ，だからあなたたちが，自分の都

合の悪いことは無かったことにする，という体質が違うというのな

ら，私がいつ，労働基準監督署に赴いて，特定職員Ａを非難した

か？記録として保存していて当然だろう？見せてくれよ，と願い出

たが，後日，そのような記録は，ありませんと特定職員Ｅに言われ
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たのである。そしてまた数日後に特定職員Ｅから電話があり，やっ

ぱり記録がありました，との話が合った。正直，まともな組織だと

は思えない。神奈川県を統括する労働局でもこの怪しい口ぶりであ

る。 

また，更に話が飛んで恐縮だが，私はその後，手術をすることとな

り，安静にしなければいけなくなったのである。手術するにもすぐ

にという訳ではなく，数か月通院治療の後，数か月入院し手術をし，

良くなれば退院というスケジュールであり，とても労災問題につい

て，あるいは不当解雇について，自分から動ける状態ではなかった

のが真相であるが，しかしそれを我慢して，何度か，市民窓口を利

用し，本件の相談をしたことがあるのだが，私が特定労働基準監督

署の，特に補償課の担当者の，対応の仕方や佐事の進め方，仕事の

知識が怪しく，腹立たしいので，何とか上手く対応する方法はない

か？という相談をしたことがあるが，アドバイザーの人は「そんな

ことがあったんですか～，それは腹が立ちますね～」などと親身に

なって聞いてくれ，私が特定職員Ａという，担当者の名前を言った

所，その方はその氏名を知っていた様な口ぶりで「ああ，あの人ね」

みたいな対応だったことを覚えている。そのアドバイザーは，結局

私に有意義なアドバイスをすることができなかったのだが，もし，

特定職員Ａが悪い意味で神奈川県下で有名な，仕事レベルの低い人

材であれば，私の担当として特定職員Ａをあてがったこと自体が，

私にとって貧乏くじを引かされたようなものである。後に述べるが，

このことが発端となり，私は，腰痛，うつ病，手術，養生，通院と

いう辛い日々を送りながら，何とか解決の道を探そうと，厚生労働

省，労働局各係，労働基準監督署の上役，市民相談，有料法律相談，

弁護士，司法書士，行政書士，友人，インターネットなどに，直接

出向き，又は電話で解決策を考えていたのである。健常者にはわか

らないかもしれないが，やっている本人にしてみれば，命を縮める

ような思いで行動したと思っているが，また，やってきたことは，

相当な体力と時間，金がかかっているのであるが，それもこれも自

分の主張はどう考えても間違っているとは考えにくく，逆に特定事

業場の行いは，労働時間中の障害にも関わらず，私が，労災適応期

間中に，無意味な退職を願い出た，という主張が正しいとみなされ，

私が労働基準監督署の対応が当初からおかしい，何とかしてくれと

切に願い出ても聞き入れられず，私の主張が荒唐無稽なもの，もし

くは私が狂人じみた発言，行動をとる危険人物というような報告を

され，体が何とか少し回復したので，報告書に書かれている意味を

教えてほしいと申し出ても，もう済んだことなので，これ以上対応
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できませんと言われ，未払い給料を払ってほしいと，証拠が明確な

内容証明を特定事業場に送っても，返事が来ないので再度労働局の

監督課の上役の方に相談すれば，「お宅のやり方がおかしい，電話

で未払い給料くださいと普通に言えば会社は給料を渡しますよ」と

何の信ぴょう性もないいい加減なアドバイスをもらい，もう一度，

給料をくれるように指導してくれと申し出ても，労働局の常套句で

ある「うちができるのは指導しかできないんだよねー，これ以上は

できないんですよー」と聞き飽きたことをオウムのように繰り返す

だけである。私の名誉や人権はどこにあるのか？ 昨今の厚生労働省

の掲げるブラック企業撲滅のための活動は，たんなる架空のフィク

ションなのか？自分の生命をも危うかったこの問題を，書類が完結

した事件で過去のこととしてしまい，私の知る権利を奪って良いの

か？ 

 （４）意見書３ 

    本年６月１４日にお送りした意見書１に続き，新しい進展があったの

で，述べさせていただく。 

   ア まず，９月特定日に，審査請求人は，以前勤めていた特定事業場に

対し，労働審判を申し立て，審判を行った。その中のことであるが，

相手方，特定事業場が，私への反論の中で，発言内容なのですが，

「この件で，ちょっと言いたいことがあるので言わせてください。

審査請求人の労災申請の件で労働基準監督署の担当者が来たが，連

日うちに来て，申請書を何回も書いてくれ，書いてくれって，しつ

こく来社してくるんですよ。本当に何回も来るんです。それで私，

労働基準監督署の方に質問したんですよ。労働基準監督署の方に…

そしたらね。担当が言うにはね，審査請求人がね，何度も労災申請

をごねて，うるさくその担当者にキレてわめいて，担当者もあきれ

かえってるんですけど，本当にこいつはこういう奴なんですよ。普

通ね，労働基準監督署の担当の方がね，審査請求人のために一生懸

命になってるのにキレたりしますかね？ホント，こいつは担当者の

話聞いてたらね，態度がなってないんですよ。労働基準監督署の方

があきれかえっていましたよ。しかもね，こいつ，申請を何度もや

り直せっていうもんですから，担当の方もね，ウチに何度も来るも

んですからね…それでね，又この書類書いてくれって僕に言ってく

るんですよ。担当の方もね，困り果ててましてね，ウチもね，仕事

があるのに，本当に迷惑なんですよ。それで担当者もね，こんな奴

の申請なんて通したくないっていうんですよ。本当にこいつはまと

もなところがないんだなって担当者の方もこぼしてましたよ。何度

も申請を通すっていうのはね，本当にわめいたらそれだけ通ると思
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ってるのかもしれないですけどこいつはね，でもね，なんどもごね

て労災請求を通そうなんて，詐欺師の片棒を担ぐことなんてウチと

してはできませんしね，担当の方も本当にウチにきて，キレてまし

たよ，審査請求人なんてろくなもんじゃないってね。そして，担当

を替えろって，その担当者に言ったそうなんですよ。それでね，担

当者がね，審査請求人の申請なんて通したくないけど，仕事だから

しかたないって言ってましたよ…」 

    という感じで，特定事業場の社長が証言したが，気になったことがあ

り，意見させていただきたいと思う。 

   イ まず，私は労働基準監督署を通じ，労災申請をしたのであるが，特

定事業場は勤務中の事故であることは，警察沙汰になったのであり，

労災申請の対象となる事故であることは明白なのであるが，特定事

業場は，私が事故後に自ら特定事業場に電話を掛け，いつ社会復帰

できるかもわからない状態にも関わらず，退職を申し出た，という

うそをつくことによって，私にかかる今後の経費がもったいないと

考えたのであろうか，それとも労災申請をすることにより，会社の

遵法性がないことが明るみになることをおそれたのかしれないが，

そのうそを今現在も押し通している。 

     そこで，私は不当解雇であることを事故直後から訴え，労災につい

ても初めから労災対象であることを主張し，労働基準監督署に折衝

を頼んできた。しかし，特定事業場は，労災申請を頑なに拒み，自

己都合の解雇であると主張し，未払いの賃金についても，体調が良

くないので，振込にしてほしいという希望を聞き入れず，規定に手

渡しと書いてあるから取りに来い，という，病院に通うことすら困

難であった私に対し，人権侵害ともとれる発言を繰り返してきた。 

     今年の１月に，私は法律家のアドバイスをもとに，特定事業場に内

容証明を送り，未払い賃金を払ってほしい（取りに行ってもいい）

と，不当解雇について納得いかないので話し合いをしたいので，郵

送で返事をくださいという旨のことを伝えたが，一向に返事がなく，

６月に神奈川労働局，監督課の特定職員に相談をし，特定職員から

特定事業場に連絡を入れていただいたが，まともな返答をしてこな

かったため，労働審判で解決することを決意し，９月特定日に審判

が行われたのである。 

     そして，上記アにあるような発言があったのであるが，私は，この

発言は，特定事業場によるうそ証言とは思えないのである。そもそ

も，労働基準監督署担当者が言ったという部分が全てうそであるな

ら，相当な想像力がある人物であり，私は特定事業場の特定個人が

そのような能力がないことを在職していた時から知っている。そし
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て，部分的に労働基準監督署担当者が言ったというところは当たっ

ているところがあるのである。当たっているところとは，まず，何

度も申請をしたというところであるが，それは私が労災申請の制度

で認められている再審請求をしたことである。再審請求をすること

は別におかしなことではない。しかし，なぜ私が再審請求をしたと

いうことを特定事業場に伝えるのだろう？普通に考えて，企業側と

やり取りする際に，私個人の自由に主張できる再審請求したという

行為は，ある意味，私の個人情報であり，企業に書類を提出しても

らうときには，下手に波風立てることなく，「労災申請に必要なの

で，ご提出ください。」と言えば済む話ではないだろうか？公務員

は，大体，秘密主義であり，何か聞こうとすると，「それはお答え

できません。そういう決まりなんです。」とか，一切こちらの気持

ちも顧みずに冷たく言い放つものである。現に，私は最近のことで

言うと，労災申請の後遺症障害認定の結果の通知が非常に遅く感じ

られ，担当になぜこんなに遅いのかいつ結果が出るか？について，

しつこく聞いたことがあるが，答えはいつも「もう少し待ってくだ

さい。遅れた理由は決まりなので言えません。適正に処理していま

す。いつ連絡できるかはまだ誰にもわかりません。」くらいのこと

しか言わないのに，上記アの中で，労働基準監督署担当者は，私が

再審請求をしたということを述べているのである。とても饒舌な担

当者で奇妙である。 

     私に対しては，「労働基準監督署の決まりで詳しいことは言えな

い。」と言いながら，特定事業場に対しては，私が再審請求をした，

係員に激昂した，などと言わなくてもいいことを言い，挙句，公務

員ならしないはずの自分の意見を「あんな奴の労災申請を通らせた

くない。」とか「あいつの態度が気に入らない。」というようなこ

とを係争相手である特定事業場に言った結果，私は，労働審判の席

上で，特定事業場から侮辱を受けたのである。 

   エ また，上記アの中にある私がキレてわめいたという点であるが，こ

れも別に特定事業場に言わなくてもいいことであり，このことは事

実である。私がキレてわめいた理由はかなりたくさんあるが，ここ

では労災補償課の担当者に対しキレた，というか，私としては抗議

しただけであるが，そのことについて述べたい。当時，担当をして

いた特定職員Ａであるが，まず自己中心的すぎるのである。ほとん

どの人間は，労災申請の仕組みが分からないのは当然のことであり，

その説明をしてほしいのは当たり前であるが，特定職員Ａはなぜか

はわからないが，全く説明をしようとしない。そのことを労働基準

監督署の上司や労働局に意見したが，彼はきちんと説明した，と自
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分の否を認めようとしないのである。また，尋ねていたことがあっ

たのであるが，全く連絡が長い間来ないので，その点の不満を労働

局の上司である特定職員に説明し，特定職員Ａはなぜ連絡しないの

だ，ということを聞いたら，特定職員の答えは，「労働基準監督署

の補償課の担当者は，申請者が不安を抱いたりしたら困るので，月

に一度は，特に進展がなくても，申請者に連絡することになってい

ます。審査請求人に電話を１か月以上してないというのは，ちょっ

とおかしいですね。私が特定職員Ａに言っておきますので…」と，

特定職員は丁寧な対応であったが，その後も特定職員Ａは１か月以

上電話をしないことが何度か続いた。また，ほかにも，私が労働基

準監督署に電話をし，特定職員Ａに話をしたかった時のことである

が，たまたま外出中であったので，私は電話に出られた人にメモを

託し，特定職員Ａに伝えていただき，折り返し電話をいただけるよ

うにお願いしたが，いつまでたっても連絡が来ないのでおかしいな

と思い再度，労働基準監督署に電話し，なぜ折り返し電話をいただ

けなかったのかを冷静な口調で伺うと，「労働基準監督署は，一般

の会社ではなく，出社したらそのまま帰宅することもあるんですよ。

それに折り返し電話するって言いますけど，書類の山の中に挟まっ

てなくなったかもしれないです。とにかく，一般の会社と同じよう

に折り返し電話するようなことはないんですよ。」と私をなじるよ

うな言い方でへりくつをこねられた。普通，労災を申請する人の大

半は一般の会社に属している人である。よって，一般の人が自分の

生活の中で当たり前と思っていることは，たとえ労働基準監督署で

も当たり前だと思うのが自然な考え方だと思うが，特定職員Ａのよ

うに自分は貴方と感覚が違う，と言われたら，もはやこの方とは合

わないなと感じるのがまともな選択である。その後も，私は特定職

員Ａと会って調書を作る作業をしたが，彼の物言いや考え方につい

ていけず，また，電話での彼の適当な返答をされたり，説明が足り

ないなどのことがあり，ある日，特定職員に担当を替えてくれるよ

う，頼んだのである。また，この時期の私の体調であるが，腰の痛

みと不眠症に伴ううつ病と１０月には内臓病の入院と手術をしてい

たのであり，腰と不眠症については，労災申請をしていたし，入院

についても，自分が今は電話してくれても出れない，ということも

伝えており，私の心身をよくわかっているはずの補償課の担当者が，

私に対し，電話をしない，私は一般の人間ではない，説明をしない，

などのことが私の神経を逆なでしていることを，労災補償課で体調

の良くない人や，うつの人に対する接し方を熟知していなければ務

まらないというのは明白なのに，常に自分のペース，自分の主張が
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正しいというような物言いをするような人は，自分は付き合ってら

れないと感じ，特定職員に担当を替えていただくことをお願いした

のである。 

   オ 結局，その後も，特定職員２名は私に対してするべき連絡を，労働

基準監督署のルールである一月に一度という決まりも平気で破り，

謝罪もなく，好き勝手にふるまっていた。おそらく，その頃，特定

事業場に何度か通い，私への恨みつらみを述べていたのだろうが，

今まで何度教えてほしい，説明してほしい，連絡してほしいと言っ

たか分からない程，何度も両氏に言ったが，その都度，適当な言い

逃れをされてきた。また，前述の特定職員や補償課の特定職員，監

督課の特定職員に不満点を訴えたが，回答としては，「もう担当者

は次の編成で活動しており，今更当時のことを調査できない。」と

か，「私は一職員なので何も申し上げることができない。ご承知く

ださい。」という，気の抜けた，問題意識のかけらも感じられない，

臭いものに蓋をしたいという魂胆が見え見えであり，何とか自分の

生死に関わったこの大問題を理解し，真実を知りたいという私の願

いを黙殺しようとしている。 

     到底納得いかないので，何でも協力をさせていただくので，詳しい

調査を願う次第である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新

たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報につ

いては，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

２ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，審査請求人が行った労災補償給付請求につ

いて，特定労働基準監督署長が支給の可否を判断するために要した資料

一式である。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の①，

２の①，３，５，６，７ないし９，１０の①，１２ないし１４，１

５の①，１８の①，１９の①，２０の①，２１の①，２２の①，２

３の①，２４の①，２５の①，２６の①，２７の①，２８の①，２

９の①，３０の①，３２の①，３３の①及び３９の①の不開示部分

は，審査請求人以外の氏名，印影など，審査請求人以外の個人に関
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する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別することが

できるものであるため，当該情報は，法１４条２号の不開示情報に

該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）別表に記載した審査請求人以外の対象保有個人情報のうち，文書

番号１の②，２の②，１８の②，１９の②，２０の②，２１の②，

２２の②，２３の②，２４の②，２５の②，２６の②，２７の②，

２８の②，２９の②及び３０の②不開示部分は，特定労働基準監督

署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人

以外の特定個人から聴取した内容等である。当該聴取内容等に関す

る情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉を受けるこ

とが懸念され，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれが

あるため，当該情報は，法１４条２号の不開示情報に該当し，かつ

同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イの不開示情報 

（ア）別表に記載した情報のうち，文書番号４，１０の②，１５の②，

３２の②，３３の②，３４，３５，３６の①，３８の①，３９の②

及び４１の不開示部分は，特定事業場の印影である。印影は，書類

の真正を示す認証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これ

にふさわしい形状のものであることから，これらの情報が開示され

た場合には，当該事業場の各種書類の作成等に悪用されるおそれが

ある等，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあることから，法１４条３号イに該当するため，原処分

を維持して不開示とすることが妥当である。 

  （イ）別表に記載した情報のうち，文書番号３３の③，３６の②，３７，

３８の②，４０及び４２不開示部分は，特定事業場の業務内容に関

する情報等であり，当該事業場が一般に公にしていない内部情報で

ある。そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，当該事

業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

ことから，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開

示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条７号柱書きの不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，２

の②，１８の②，１９の②，２０の②，２１の②，２２の②，２３

の②，２４の②，２５の②，２６の②，２７の②，２８の②，２９

の②及び３０の②の不開示部分は，労働基準監督署の調査官が本件

労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特定個人か
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ら聴取した内容等である。これらの聴取内容等が開示された場合に

は，被聴取者が不当な干渉を受けることが懸念されることは，上記

ア（イ）で既に述べたところである。 

これらの情報を開示することで，被聴取者が心理的に大きな影響を

受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係について申述す

ることを躊躇し，労災請求人側，事業場側いずれか一方に不利にな

る申述を意図的に忌避するといった事態が発生し，公正で的確な労

災認定を実施していく上で必要不可欠な事実関係についての客観的

申述を得ることが困難になるおそれがあることから，これらの情報

は，開示することにより，労働基準監督署における労災認定等の事

務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり，法１

４条７号柱書きの不開示情報に該当するため，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

３ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上で，

別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。    

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年４月２７日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年５月１９日      審議 

   ④ 同年６月１７日      審査請求人から意見書１を収受 

   ⑤ 同年７月８日       審査請求人から意見書２を収受 

   ⑥ 同年９月２９日      審査請求人から意見書３を収受 

   ⑦ 平成２９年９月２８日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑧ 同年１０月１９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求等について 

本件開示請求は，「労災の認定を受けたが，認定に至る経緯等がわかる

書類がほしい。（特定労働基準監督署。腰，首痛と精神障害の２件）（２

５年度復命書）（２６年度復命書）」（以下，順に「２５年度復命書」及

び「２６年度復命書」という。）の開示を求めるものである。 

処分庁は，２５年度復命書については，平成２７年１月２３日付け神個

開第２６－４４４号により，２６年度復命書については，同日付け神個開
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第２６－４４５号により，分離して処分を行い，これら処分に対する審査

請求及び諮問（諮問第８０号及び同第７９号）についても，分離されたま

まで行われている。 

このため，本件においては，２６年度復命書に係る諮問について検討す

る。 

 ２ 本件対象保有個人情報について 

   本件対象保有個人情報は，２６年度復命書に記載された保有個人情報で

あり，具体的には，別表の１欄の文書１ないし文書４４に記録された保有

個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，不開示部分の開示を求めている。 

諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分の一部を新たに開

示することとするが，その余の部分については，なお不開示とすべきとし

ていることから，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，

検討する。 

 ３ 不開示情報該当性について 

（１）別表の２欄に掲げる通番（以下「通番」という。）１及び通番３の不

開示部分について 

通番１には，審査請求人以外の第三者の氏名，役職又は審査請求人と

の関係，国に納付した罰金額等が，通番３には，専門部会意見書におけ

る審査請求人以外の第三者の役職，審査請求人との関係，国に納付した

罰金額，医師の印影等が記載されている。 

   ア 通番１の２１頁１１行目４０文字目ないし４７文字目，１９行目２

０文字目ないし２２文字目及び３５行目５９文字目ないし３６行目

３文字目並びに通番３の５頁２０行目８文字目ないし１５文字目，

３４行目１０文字目ないし１２文字目及び６頁２５行目２６文字目

ないし３０文字目は，特定の個人を識別することができるものとは

認められず，また，これを開示しても審査請求人以外の個人の権利

利益を害するおそれがあるとは認められないため，法１４条２号に

該当せず，開示すべきである。 

イ  通番１の１頁「事案の概要（認定した事実）」欄の１２行目の不開

示部分，３頁「（重度の）病気やケガをした」欄の不開示部分，１５

頁「調査結果」欄の２０行目，「認定事実」欄の３行目の不開示部分

及び２１頁４０行目の不開示部分並びに通番３の６頁３３行目の不開

示部分は，審査請求人以外の第三者が国に納付した罰金額の記載であ

る。 
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  当該部分は，法１４条２号本文後段に規定する，審査請求人以外の

特定の個人を識別することはできないが，開示することにより，なお

審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当す

ると認められ，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は

認められないことから，同号に該当し，不開示とすることが妥当であ

る。 

ウ  通番１の２３頁の左から２番目の列に記載されている不開示部分は，

「事業場（所属部署）内における当該労働者の位置づけ」欄であり，

特定事業場の関係者の氏名及び役職が記載されており，かつ，聴取実

施者には○印が付記されている。 

（ア）聴取実施者の氏名，役職及び聴取実施者であることを示す○印の

有無（下記（イ）を除く。）は，一体として法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個

人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

のいずれにも該当する事情は認められず，当該部分は一体として個

人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地も

ない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）当該不開示部分のうち，「請求人」と記載されている部分の左側

部分は，審査請求人に関する情報であることから法１４条２号に該

当せず，開示すべきである。 

エ 通番３の７頁の不開示部分は，地方労災医員が医学的見解を述べた

文書に押印された地方労災医員の印影であり，これは法１４条２号本

文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものであると認められる。 

印影については，その固有の形状が特定の個人を識別することがで

きる情報として意味を有していると言うべきものであり，当該個人

の氏名を審査請求人が知り得るとしても，印影について，開示する

慣行があるとは認められないため，法１４条２号ただし書イに該当

せず，かつ同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。

さらに，個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開

示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

オ その余の部分は，審査請求人以外の第三者の氏名，役職又は審査請

求人との関係であって，それぞれ一体として法１４条２号本文前段に

規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を
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識別することができるものに該当する。 

法１４条２号ただし書該当性について検討すると，当該部分は，審

査請求人が知り得る情報であるとまではいえず，同号ただし書イな

いしハのいずれにも該当する事情は認められない。また，個人識別

部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

（２）通番２及び通番４の不開示部分について 

当該部分には，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に対する処分

に当たり，審査請求人以外の第三者から報告を求めた内容が記載されて

いる。 

これを開示すると，被聴取者が，労災給付請求者である審査請求人か

らの批判等をおそれ，被聴取者自身が認識している事実関係等について

直接的な申述を行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所属事

業場側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，正確な

事実関係の把握が困難となるおそれがあり，労働基準行政機関が行う労

災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（３）通番５の不開示部分について 

当該部分は，審査請求人以外の第三者の氏名であり，法１４条２号本

文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当し，かつ，審査請求人が知り得

る情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分

は，個人識別部分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（４）通番６，通番１３，通番１９，通番５０，通番５２，通番５４ないし

通番５６，通番５９，通番６２及び通番６４の不開示部分について 

    当該部分は，特定事業場，特定医療機関及び特定協会の印影であり，

当該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能を有するものとして，

それにふさわしい形状をしているものと認められ，これを開示すると，

当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とする 

ことが妥当である。 
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（５）通番７ないし通番１２，通番１５，通番１６及び通番１７（下記（６）

を除く。）の不開示部分について 

当該部分は，医師の署名又は印影が記載されており，法１４条２号本

文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当する。 

法１４条２号ただし書該当性について検討すると，医師の氏名は原処

分で開示されているが，署名及び印影については，その固有の形状が当

該文書の真正を示す認証的機能を有するものであり，署名及び印影まで

開示する慣行があるとは認められないため，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

また，当該部分は個人識別部分であり，法１５条２項による部分開示

の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（６）通番１７の３頁の不開示部分について 

   当該部分には，審査請求人以外の第三者の氏が記載されており，法１

４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であっ

て，特定の個人を識別することができるものに該当し，かつ，審査請求

人が知り得る情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

   法１５条２項による部分開示について検討すると，当該部分のうち，

１文字目及び２文字目は，個人識別部分であり，部分開示の余地もない

が，３文字目及び４文字目は敬称を示す記載であり，これを開示しても，

審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれはないことから，部分

開示すべきである。 

   したがって，当該部分のうち，別表の５欄に掲げる部分は法１４条２

号に該当せず，開示すべきであるが，その余の部分は，同号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

（７）通番１８の不開示部分について 

当該部分は，特定協会の担当者の氏名であり，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当し，かつ，審査請求人が知り得る情報

であるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，同号た

だし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分は，個

人識別部分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（８）通番２２ないし通番４５の不開示部分について 
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当該部分には，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に対する処分

に当たり，審査請求人以外の第三者から聴取した内容及び被聴取者に係

る情報（氏名，署名，印影，生年月日，住所，電話番号，職種，所属及

び審査請求人との関係）が記載されている。 

   ア 通番２２，通番２４，通番２６，通番２８，通番３０，通番３２，

通番３４，通番３６，通番３８，通番４０，通番４２及び通番４４

の不開示部分は，被聴取者に係る情報であり，それぞれ一体として

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，か

つ，審査請求人が知り得る情報であるとは認められないことから，

同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情

も認められない。また，当該部分は，個人識別部分であり，法１５

条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

イ 通番２３，通番２５，通番２７，通番２９，通番３１，通番３３，

通番３５，通番３７，通番３９，通番４１，通番４３及び通番４５の

不開示部分は，労働基準監督署の調査官が審査請求人以外の第三者か

ら聴取した内容であり，上記（２）と同様の理由により，法１４条７

号柱書きに該当し，同条２号について判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

（９）通番４６の不開示部分について 

当該部分には，審査請求人以外の第三者の氏名，ふりがな，生年月日，

職業及び国に納付した罰金額が記載されている。 

ア 当該部分は，それぞれ一体として法１４条２号本文前段に規定する

審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものに該当する。 

  イ 法１４条２号ただし書該当性について検討する。当該部分は，審査

請求人に対する傷害事件の加害者に係る記載であるが，当審査会事務

局職員をして検察庁のウェブサイトを確認させたところ，検察庁では，

犯罪被害者支援のための諸制度を設け，希望する被害者に対し，刑事

事件の被疑者等（加害者）の処分結果等を通知することとしており，

その際に被疑者等の氏名も併せて記載されるものと認められることか

ら，当該部分のうち氏名は，審査請求人が法令の規定により又は慣行

として知ることができ，又は知ることが予定されている情報と認めら

れることから，同号ただし書イに該当する。 

    また，当該文書のうち氏名を除く部分は，審査請求人が知り得る情

報であるとまではいえず，法１４条２号ただし書イないしハのいずれ
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にも該当する事情は認められない。 

  ウ 法１５条２項による部分開示について検討すると，上記イのとおり，

氏名を開示すべきとしていることから，氏名を除く部分は部分開示で

きない。 

したがって，当該部分のうち別表の５欄に掲げる部分は，法１４条

２号ただし書イに該当し，開示すべきであるが，その余の部分は，

同号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（１０）通番４７の不開示部分について 

ア ２頁１２行目１６文字目ないし１３行目２６文字目の不開示部分に

は，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に対する処分に当たり，

審査請求人以外の第三者から報告を求めた内容が記載されており，上

記（２）と同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同条２

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ ２頁２７行目ないし３頁２２行目の不開示部分には，捜査機関に対

し審査請求人以外の第三者が供述した内容を特定労働基準監督署の調

査官が記録した内容が記載されている。 

（ア）２頁２７行目及び３頁２行目には，項番及び審査請求人以外の第

三者の供述内容であることを示す見出しが記載されている。 

当該部分は，法１４条２号本文に規定する審査請求人以外の個人

に関する情報であるが，特定の個人を識別することはできず，かつ，

原処分で開示されている部分から，おのずと明らかになる情報であ

ると認められ，これを開示しても，当該個人の権利利益を害するお

それがあるものに該当するとも認められない。 

同様の理由により，これを開示しても，被聴取者が，労災給付請

求者である審査請求人からの批判等をおそれ，被聴取者自身が認識

している事実関係等について直接的な申述を行うことをちゅうちょ

し，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか一方に不利になる

申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の把握が困難となる

おそれがあり，労働基準行政機関が行う労災認定等の事務処理の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，２頁２７行目及び３頁２行目の不開示部分は，法１

４条２号及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。       

（イ）その余の部分には，捜査機関に対し，審査請求人以外の第三者が

供述した具体的な内容が記載されていると認められる。 

このため，その余の部分は，法１４条２号本文後段に規定する，

審査請求人以外の特定の個人を識別することはできないが，開示す

ることにより，なお審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそ

れがあるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当
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する事情は認められない。 

したがって，その余の部分は，法１４条２号に該当し，同条７号

柱書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

ウ ３頁３４行目２８文字目ないし最終文字の不開示部分には，労働基

準監督署の調査官が本件労災請求に対する処分に当たり，審査請求人

以外の第三者から聴取した内容が記載されており，上記（２）と同様

の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号について判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（１１）通番４９，通番５１及び通番６１の不開示部分について 

   当該部分は，特定事業場の担当者の氏であり，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当し，かつ，審査請求人が知り得る情報

であるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，同号た

だし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分は，個

人識別部分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（１２）通番５３，通番５７，通番５８，通番６０，通番６３及び通番６５

の不開示部分について 

通番５３は，審査請求人に関する特定事業場の申立内容，通番５７及

び通番５８は，特定事業場の採用及び社員管理に関する情報，通番６０

は，出勤簿における審査請求人以外の第三者の出勤及び有休取得状況，

通番６３は，特定事業場の業務状況に関する情報及び通番６５は，審査

請求人の始末書に係る特定事業場の対応に係る記載であって，いずれも

特定事業場の内部管理情報であると認められ，これらを開示すると，特

定事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

と認められる。  

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

（１）審査請求人は，審査請求書（上記第２の２（１））において，「本件

に関する一連の事件が，私の人権，生命，経済的背景を既に著しく害さ

れており，情報の不開示が結果として，私が人として当然に享受でき，

主張できることが阻害されている」と述べており，不開示とされた部分

は法１４条２号ただし書ロ及び３号ただし書に該当すると主張している

ものと解される。 

しかしながら，当該不開示部分を審査請求人に開示することについて，
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当該部分を不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必

要性があるとは認められないことから，当該主張を採用することはでき

ない。 

（２）審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断

を左右するものではない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の５欄に掲げる

部分を除く部分は，同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当すると認めら

れるので，不開示とすることが妥当であるが，別表の５欄に掲げる部分は，

同条２号及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断

した。  

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表  

１ 対象文書 ２ 

通番 

３ 不開示を維持

する部分 

４ 不開示情報 

（法１４条該当

号） 

５ 開示すべき部

分 番号 文書名 

２号 ３号

イ 

７号

柱書

き    

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障

害の業

務起因

性判断

のため

の調査

復命書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

１頁「事案の概要

（認定した事

実）」欄の１２行

目の不開示部分 

３頁「上司とのト

ラブルがあった」

欄の１１行目１文

字目ないし４文字

目，「（重度の）

病気やケガをし

た」欄の不開示部

分 

５頁「調査結果」

欄の５行目８文字

目ないし最終文

字，８行目３文字

目ないし最終字，

１４行目４文字目

ないし最終字，２

０行目９文字目な

いし最終文字，２

６行目，４４行目 

９頁「調査結果」

欄の４行目１６文

字目ないし最終文

字，１１行目 

１０頁「調査結

果」欄の３行目１

０文字目ないし最

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１頁１１行目４

０文字目ないし４

７文字目，１９行

目２０文字目ない

し２２文字目，３

５行目５９文字目

ないし３６行目３

文字目 

２３頁の左から２

番目の列に記載さ

れている不開示部

分のうち，「請求

人」と記載されて

いる部分の左側部

分 
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終文字 

１１頁「調査結

果」欄の６行目１

３文字目ないし最

終文字，１０行

目，１４行目，２

３行目１５文字目

ないし最終文字，

２８行目，３３行

目，３７行目，４

１行目，４５行目 

１２頁「調査結

果」欄の１７行目

１８文字目ないし

１８行目，２４行

目，３０行目１２

文字目ないし最終

文字，３８行目 

１４頁「調査結

果」欄の１５行目

１６文字目ないし

１６行目，３６行

目 

１５頁「調査結

果」欄の５行目５

文字目ないし最終

文字，９行目５文

字目ないし最終文

字，２０行目の不

開示部分，２６行

目９文字目ないし

最終文字，「認定

事実」欄の不開示

部分 

２１頁１１行目３

８文字目ないし４

７文字目，１９行
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目２０文字目ない

し２２文字目，２

０行目２１文字目

及び２２文字目，

３１行目１２文字

目ないし２２文字

目，３２行目１４

文字目ないし１６

文字目，３５行目

５９文字目ないし

３６行目３文字

目，４０行目の不

開示部分 

２３頁の左から２

番目の列に記載さ

れている不開示部

分の全て 

２４頁「労働時間

の推計方法」欄の

６行目２文字目な

いし５文字目，２

７文字目ないし３

２文字目，９行目

３３文字目ないし

３６文字目，１０

行目４１文字目な

いし４５文字目，

１４行目１４文字

目ないし１７文字

目，１６行目４文

字目ないし１１文

字目，１３文字目

ないし１６文字

目，４６文字目な

いし最終文字，１

８行目３８文字目

ないし４７文字目 
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２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

３頁「上司とのト

ラブルがあった」

欄の１１行目１２

文字目ないし１２

行目３７文字目 

４頁不開示部分の

全て 

５頁「調査結果」

欄の１行目ないし

５行目７文字目，

６行目ないし８行

目２文字目，９行

目ないし１４行目

３文字目，１５行

目ないし２０行目

８文字目，２１行

目ないし２５行

目，２７行目ない

し４３行目 

９頁「調査結果」

欄の１行目ないし

４行目１５文字

目，５行目ないし

１０行目 

１０頁「調査結

果」欄の１行目な

いし３行目９文字

目 

１１頁「調査結

果」欄の１行目な

いし６行目１２文

字目，７行目ない

し９行目，１１行

目ないし１３行

目，２１行目ない

し２３行目１４文

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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字目，２４行目な

いし２７行目，２

９行目ないし３２

行目，３４行目な

いし３６行目，３

８行目ないし４０

行目，４２行目な

いし４４行目 

１２頁「調査結

果」欄の１行目な

いし１７行目１７

文字目，１９行目

ないし２３行目，

２５行目ないし３

０行目１１文字

目，３１行目ない

し３７行目 

１４頁「調査結

果」欄の１行目な

いし１５行目１５

文字目，１７行目

ないし３５行目 

１５頁「調査結

果」欄の１行目な

いし５行目４文字

目，６行目ないし

９行目４文字目，

２２行目ないし２

６行目８文字目 

１６頁不開示部分

の全て 

２１頁１１行目５

４文字目ないし１

２行目８文字目，

１８行目４２文字

目ないし１９行目

１８文字目，２１
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行目１１文字目な

いし２５文字目，

３１行目２６文字

目ないし３２行目

４文字目，２０文

字目ないし３４行

目１０文字目，３

６行目９文字目な

いし３７行目８文

字目，５３行目１

９文字目ないし４

０文字目 

２４頁「労働時間

の推計方法」欄の

６行目７文字目な

いし２２文字目，

３４文字目ないし

７行目２２文字

目，９行目４０文

字目ないし１０行

目３５文字目，１

１行目２文字目な

いし４４文字目，

１４行目２０文字

目ないし１５行目

５０文字目，１６

行目２１文字目な

いし３７文字目，

１７行目２文字目

ないし２２文字目 

２ 

 

 

 

 

 

 

専門部

会意見

書等 

 

 

 

 

３ 

 

① 

５頁２０行目６文

字目ないし１５文

字目，３４行目１

０文字目ないし１

２文字目 

６頁１行目６文字

○     ５頁２０行目８文

字目ないし１５文

字目，３４行目１

０文字目ないし１

２文字目 

６頁２５行目２６

文字目ないし３０
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目及び７文字目，

１８行目１２文字

目ないし２２文字

目，２０行目４文

字目ないし６文字

目，２５行目２６

文字目ないし３０

文字目，３３行目

の不開示部分 

７頁の印影 

文字目 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

５頁２０行目２２

文字目ないし２１

行目１文字目，３

３行目４文字目な

いし３４行目８文

字目 

６頁２行目２５文

字目ないし３行目

７文字目，１８行

目２６文字目ない

し１９行目２７文

字目，２０行目１

０文字目ないし２

３行目２４文字

目，２６行目３文

字目ないし２７行

目２９文字目 

７頁１７行目１９

文字目ないし１８

行目９文字目 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付資

料目次 

５ 不開示部分の全て ○     なし 

４ 

 

 

 

療養補

償給付

たる療

養の給

６ 

 

 

 

事業場の印影 

 

 

 

  

 

 

 

○ 

 

 

 

  

 

 

 

なし 
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 付請求

書等 

   

 

  

 

 

 

５ 

 

意見書

等① 

７ 医師の署名及び印

影 

○ 

 

  

 

  

 

なし 

 

６ 診療録

① 

８ 医師の印影 ○     なし 

７ 意見書

等② 

９ 医師の署名及び印

影 

○     なし 

８ 診療録

② 

１０ 医師の署名 ○     なし 

９ 意見書

等③ 

１１ 医師の署名及び印

影 

○     なし 

１０ 診療録

③ 

１２ ① 

５頁医師の署名 

○     なし 

１３ ② 

事業場の印影 

  ○   なし 

１１ 聴取書

① 

１４ なし － － － － 

１２ 意見書

等④ 

１５ 医師の署名及び印

影 

○     なし 

１３ 

 

診療録

⑤ 

１６ 

 

医師の印影 

 

○ 

 

  

 

  

 

なし 

１４ 労災医

員の意

見書等 

１７ １頁医師の署名 

３頁不開示部分の

全て 

○     ３頁不開示部分の

うち３文字目及び

４文字目 

１５ 受診経

歴の照

会につ

いて 

１８ ① 

２頁の担当者氏名 

○     なし 

１９ ② 

事業場の印影 

  ○   なし 

１６ 申立書 ２０ なし － － － － 

１７ 聴取書

② 

２１ なし － － － － 

１８ 

 

 

 

 

聴取書

③ 

 

 

 

２２ ① 

１頁「住所」，

「職種」，「氏

名」，「生年月

日」欄の記載，被

○ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

なし 
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聴取者の署名及び

印影 

２３ 

 

 

 

② 

１頁本文１行目な

いし４頁１７行目

不開示部分の全て 

○ 

 

 

  

 

 

   

○ 

 

 

なし 

 

 

１９ 聴取書

④ 

２４ ① 

１頁「被聴取

者」，「被聴取者

所属」，「請求人

との関係」欄の記

載 

○     なし 

２５ ② 

１頁本文１行目な

いし１３行目不開

示部分の全て 

○   ○ なし 

２０ 

 

 

 

 

 

 

聴取書

⑤ 

 

 

 

 

 

 

２６ 

 

 

 

 

 

① 

１頁「被聴取

者」，「被聴取者

所属」，「請求人

との関係」欄の記

載 

○ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

２７ ② 

１頁本文１行目な

いし１０行目不開

示部分の全て 

○   ○ なし 

２１ 聴取書

⑥ 

２８ ① 

１頁「被聴取

者」，「生年月

日」，「電話番

号」欄の記載 

○     なし 

２９ ② 

１頁本文１行目な

いし２頁１５行目

不開示部分の全て 

○   ○ なし 

２２ 

 

聴取書

⑦ 

３０ 

 

① 

１頁「住所」，

○ 

 

  

 

  

 

なし 
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  「職種」，「氏

名」，「生年月

日」欄の記載，被

聴取者の署名及び

印影 

    

３１ ② 

１頁本文１行目な

いし４頁５行目不

開示部分の全て 

○   ○ なし 

２３ 

 

 

聴取書

⑧ 

 

 

３２ ① 

１頁「被聴取

者」，「被聴取者

所属」，「請求人

との関係」欄の記

載 

○ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

なし 

 

 

 

３３ ② 

１頁本文１行目な

いし１２行目不開

示部分の全て 

○   ○ なし 

２４ 

 

聴取書

⑨ 

３４ 

 

① 

１頁「被聴取

者」，「電話番

号」欄の記載 

○ 

 

  

 

  

 

なし 

 

３５ ② 

１頁本文１行目な

いし２頁１４行目

不開示部分の全て 

○   ○ なし 

２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴取書

⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６ ① 

1 頁「被聴取

者」，「被聴取者

所属」，「請求人

との関係」欄の記

載 

○     なし 

３７ 

 

 

 

② 

１頁本文１行目な

いし２頁１行目不

開示部分の全て 

○ 

 

 

 

  

 

 

 

○ 

 

 

 

なし 

 

 

 



35 

 

 

２６ 聴取書

⑪ 

３８ ① 

１頁「被聴取

者」，「電話番

号」欄の記載 

○     なし 

３９ ② 

１頁本文１行目な

いし２頁６行目不

開示部分の全て 

○   ○ なし 

２７ 聴取書

⑫ 

４０ ① 

１頁「被聴取

者」，「被聴取者

所属」，「請求人

との関係」欄の記

載 

○     なし 

４１ ② 

１頁本文１行目な

いし２頁８行目不

開示部分の全て 

○   ○ なし 

２８ 

 

 

 

 

    

   

聴取書

⑬ 

 

   

 

 

４２ ① 

１頁「被聴取

者」，「職業」，

「電話番号」欄の

記載 

○ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

なし 

 

 

 

４３ ② 

１頁本文１行目な

いし２頁２４行目

不開示部分の全て 

○ 

 

 

 

  

○ 

 

なし 

 

２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴取書

⑭ 

 

 

 

４４ ① 

１頁「被聴取

者」，「職業」，

「電話番号」欄の

記載 

○     なし 

４５ 

 

② 

１頁本文１行目な

いし２頁２４行目

不開示部分の全て 

○   ○ なし 

３０ 第三者 ４６ ① ○     １頁「氏名」欄 
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行為災

害調査

復命書 

１頁不開示部分の

全て 

３頁２９行目４０

文字目ないし３０

行目７文字目，３

２行目の不開示部

分 

４頁不開示部分の

全て 

３頁２９行目４０

文字目ないし３０

行目７文字目 

４頁不開示部分の

全て 

４７ ② 

２頁不開示部分の

全て 

３頁１行目ないし

２２行目，３４行

目の不開示部分 

○   ○ ２頁２７行目 

３頁２行目 

３１ 

 

 

 

報告書

等の提

出につ

いて 

４８ 

 

 

 

なし 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

  

 

 

 

３２ 労災給

付の請

求に関

わる書

類一覧

等 

４９ ① 

１頁，３頁不開示

部分の全て 

○     なし 

５０ ② 

２頁事業場の印影 

  ○   なし 

３３ 請求人

に関す

る質問

及び回

答 

５１ ① 

１頁不開示部分の

全て 

○     なし 

５２ ② 

２頁事業場の印影 

  ○   なし 

５３ ③ 

２頁「５ 人事考

査」，「６ 備

考」欄の記載 

  ○   なし 

３４ 

 

就業規

則等 

５４ 

 

事業場の印影 

 

  

 

○ 

 

  

 

なし 

 

３５ 労働者 ５５ 事業場の印影   ○   なし 
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 名簿       

３６ 履歴書

等 

５６ ① 

１頁事業場の印影 

  ○   なし 

５７ ② 

１頁欄外上の２４

文字目，欄外下の

１文字目ないし１

３文字目 

５頁欄外上の２４

文字目，欄外下の

不開示部分 

  ○   なし 

３７ 面接者

アンケ

ート等 

５８ 不開示部分の全て   ○   なし 

３８ 出勤簿 ５９ ① 

事業場の印影 

  ○   なし 

６０ ② 

出勤簿の表中の不

開示部分の全て

（労働者氏名を除

く） 

  

 

 

 

○ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

なし 

 

 

 

３９ 給与明

細等 

６１ ① 

３頁不開示部分の

全て 

○     なし 

６２ ② 

２頁及び４頁事業

場の印影 

  ○   なし 

４０ 警備記

録 

６３ 不開示部分の全て   ○   なし 

４１ 事業主

証明に

ついて 

６４ 事業場の印影   ○   なし 

４２ 領収書

等 

６５ 不開示部分の全て   ○   なし 

４３ 

 

保険給

付実地

調査復

６６ 

 

なし 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
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命書等 

４４ 質問状

の送付

につい

て 

６７ なし － － － － 

  


